
７第８号議案  

 

公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正について 

このことについて、公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則を一部改正した

いので、別添案を添えて請議します。 

令和７年３月２５日提出 

 

教育長 飯 田  靖   

 

説 明 

この案を提出するのは、公立学校職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴い、

規定を整理する必要があるからである。 

 

  

  

 



 



公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正の概要 
 

１ 改正の概要 

公立学校職員の退職手当に関する条例（以下「条例」という。）の一部改正（令和

７年４月１日等施行）に伴う規定の整理 

 

２ 改正の理由 

⑴ 雇用保険法において、基本手当の受給資格者が安定した職業以外の職業に就い

た場合に支給される就業手当が廃止されることを受け、条例の改正により、失業

者の退職手当について、就業促進手当のうち同法の就業手当に相当する部分を支

給しないこととすることに伴い、条例の規定により規則で定めることとされてい

る規定を整理するため。 

 ⑵ 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正（令和６年４月２４日公布、

同月２５日施行）に伴い、日本電信電話株式会社の定義を設けるため。 

 

３ 改正の内容 

⑴ 就業促進手当のうち雇用保険法の就業手当に相当する部分の支給に関する規

定を削除する。（第５条の７） 

⑵ 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正に伴う規定の整理（第２条の

４） 

  （改正前）日本電信電話株式会社 

  （改正後）日本電信電話株式会社（日本電信電話株式会社等に関する法律第１

条の２第１項に規定する日本電信電話株式会社をいう。） 

 

４ 施行期日 

  令和７年４月１日（３⑵については、公布の日） 
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公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。 

  令 和 七 年

  

月

  

日  

                     愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長

 

飯 田

 

靖  

愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第

   

号 

   公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 年 愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 二 条 の 四 第 二 項 第 二 号 中 「 の 職 員 」 を 「 （ 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 九 年 法

律 第 八 十 五 号 ） 第 一 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 を い う 。 ） の 職 員 」 に 改 め る 。 

第 五 条 の 七 中 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 退 職 手 当 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 」 を 「 雇 用 保 険 法 第 五 十

六 条 の 三 第 一 項 第 一 号 に 該 当 す る 者 に 係 る 就 業 促 進 手 当 に つ い て 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 基 本 手 当

を 支 給 し た も の と み な さ れ る 日 数 に 相 当 す る 」 に 改 め 、 各 号 を 削 る 。 

附

 

則  

こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 四 第 二 項 第 二 号 の 改 正 規 定 は 、

 

公

布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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